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平成２６年第１回下仁田町議会定例会会議録第２号（１２日） 
招集年月日   平成２６年３月１０日 

招集の場所   下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 平成２６年 ３月１０日午前10時00分 議 長 佐 藤 公 夫 

及 び 宣 言 閉 会 平成２６年 ３月１９日午後１時30分 議 長 佐 藤 公 夫 

応（不応）招議員 議席番号 氏 名 出席等の別 議席番号 氏 名 出席等の別 

及 び 出 席 並 び に １ 永 井 正 之 ○ ７ 佐 藤 勇 二 ○ 

欠 席 議 員 ２ 木 暮 弘 元 ○ ８ 千 野 榮 治 ○ 

出 席  １ ２ 名 ３ 矢 嶋 榮 一 ○ ９ 島 﨑 紘 一 ○ 

欠 席    名 ４ 原  秀 男 ○ １０ 堀 口 博 志 ○ 

欠 員    名 ５ 岩 崎 正 春 ○ １１ 岡 田 武 二 ○ 

 凡   例   ６ 髙 瀬 政 信 ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ 

○ 出席を示す       

△ 欠席を示す       

× 不応招示す       

会 議 録 署 名 議 員 ６番 髙 瀬 政 信 ７番 佐 藤 勇 二  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 

事 務 局 長 

 

斉 藤 昇 久 

 

書 記 

 

並 木 文 子 

 

 町 長 金 井 康 行 ガ ス 水 道 課 長 金 井 義 富 

地方自治法 副 町 長 ────── 水 道 課 長 (ガス水道課長兼務） 

第１２１条に 教 育 長 吉 井  誠 教 育 課 長 竹 内 芳 則 

より説明のた 総 務 課 長 永 井 正 信 ジオパーク推進室長 神 戸  哲 

め出席した者 企 画 財 政 課 長 神 戸 康 全   

の氏名 健 康 課 長 神 宮 喜 美   

 産 業 振 興 課 長 加 庭 紀 夫   

 会 計 課 長 茂 木 政 美   
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 報告第１号 議員派遣の件について 

２ 第１号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度下仁田町一般 

        会計補正予算（第６号）） 

３ 第２号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度下仁田町一般 

        会計補正予算（第７号）） 

４ 第３号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

５ 第４号議案 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議につい 

        て 

６ 第５号議案 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の規約変更に伴う財案処分に関 

        する協議について 

７ 第６号議案 富岡市甘楽郡障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に関する 

        協議について 

８ 第７号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

９ 第８号議案 下仁田町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例 

10 第９号議案 下仁田町ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改 

        正する条例 

11 第10号議案 下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

        条例 

12 第11号議案 下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

        る条例 

13 第12号議案 下仁田町立学校屋内運動場の使用料等に関する条例の一部を改正す 

        る条例 

14 第13号議案 下仁田町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例の一部を 

        改正する条例 

15 第14号議案 下仁田町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

16 第15号議案 下仁田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

17 第16号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

18 第17号議案 下仁田町町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

19 第18号議案 下仁田町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

20 第19号議案 下仁田町簡易水道等事業条例及び下仁田町簡易水道等事業分担金徴 
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        収条例の一部を改正する条例 

21 第20号議案 町道路線の廃止について 

22 第21号議案 町道路線の変更について 

23 第22号議案 指定管理者の指定について 

24 第23号議案 平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第８号） 

  第24号議案 平成２５年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  第25号議案 平成２５年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  第26号議案 平成２５年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  第27号議案 平成２５年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

  第28号議案 平成２５年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号） 

  第29号議案 平成２５年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号） 

  第30号議案 平成２５年度下仁田町ガス事業会計補正予算（第５号） 

25 第31号議案 平成２６年度下仁田町一般会計予算 

  第32号議案 平成２６年度下仁田町国民健康保険特別会計予算 

  第33号議案 平成２６年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算 

  第34号議案 平成２６年度下仁田町介護保険特別会計予算 

  第35号議案 平成２６年度下仁田町簡易水道事業特別会計予算 

  第36号議案 平成２６年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計予算 

  第37号議案 平成２６年度下仁田町水道事業会計予算 

  第38号議案 平成２６年度下仁田町ガス事業会計予算 

26 陳情第１号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかなる制定を求める意見 

        書に関する陳情書 

  請願第２号 新聞への消費税軽減税率適用を求める請願 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    平成２６年３月１２日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 佐藤公夫  おはようございます。 

     これから、本日の会議を開きます。 

     日程第１、報告第１号 議員派遣の件について、会議規則第１２１条第１

項の規定により、お手元に配付いたしましたとおり閉会中に議員派遣があり

ましたので報告いたします。 

──────────────────── 
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○議長 佐藤公夫  日程第２、第１号議案 専決処分の承認を求めることについて

（平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第６号））を議題とし、提案理

由の説明を企画財政課長に求めます。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第１号議案を朗読し、ご提案ご説明

申し上げます。 

     第１号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。専決処分書、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第

６号）を専決処分する。 

     平成２６年２月３日、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。平成２５年度下仁田町一般会計補正予算

（第６号）、平成２５年下仁田町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定

めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１，２４４万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ５０億４，８４６万３，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。地方債の補正、第２条、地方債の変更

は、「第２表地方債補正」による。 

     平成２６年２月３日専決処分、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、款の

区分と補正額のみ申し上げます。 

     まず、歳入でございます。１４款国庫支出金３９２万９，０００円、１８款

繰入金４１万７，０００円、２１款町債８１０万円、歳入合計５０億３，６０１

万７，０００円に１，２４４万６，０００円を増額し、５０億４，８４６万

３，０００円でございます。 

     次に、歳出でございます。８款土木費６５４万２，０００円、１１款災害

復旧費５９０万４，０００円、歳出合計５０億３，６０１万７，０００円に

１，２４４万６，０００円を増額し、５０億４，８４６万３，０００円でご

ざいます。 
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     次に、第２表地方債補正の変更ですが、過疎対策事業債の限度額を２億

２，６９０万円に６５０万円増額し、２億３，３４０万円に、災害復旧事業

債の限度額を１，１５０万円に１６０万円を増額し、１，３１０万円とし、

起債の方法、利率、償還の方法は、補正前に同じと定めたいとするものでご

ざいます。 

     ４ページをお願いします。次に、歳入歳出予算事項別明細書でございます

が、１の総括につきましては説明を省略させていただきます。また、２の歳

入及び３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたの

で省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１号議案は原案のとおり承認されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第３、第２号議案 専決処分の承認を求めることに

ついて（平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第７号））を議題とし、

提案理由の説明を企画財政課長に求めます。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第２号議案を朗読し、ご提案ご説明

申し上げます。 

     第２号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。専決処分書、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第
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７号）を専決処分する。 

     平成２６年２月２６日、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いします。平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第

７号）、平成２５年下仁田町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定める

ところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２，２４９万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ５０億７，０９５万５，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

     平成２６年２月２６日専決処分、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、

款の区分と補正額のみ申し上げます。 

     まず、歳入でございます。１８款繰入金２，１４９万２，０００円、２０

款諸収入１００万円、歳入合計５０億４，８４６万３，０００円に２，２４９

万２，０００円を増額し、５０億７，０９５万５，０００円でございます。 

     次に、歳出でございます。２款総務費２３４万２，０００円、８款土木費

２，０１５万円、歳出合計５０億４，８４６万３，０００円に２，２４９万

２，０００円を増額し、５０億７，０９５万５，０００円でございます。 

     次に、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきまして

は説明を省略させていただきます。また、２の歳入及び３の歳出につきまし

ては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。岡田武二君 

○１１番 岡田武二  さきの大雪のために補正を専決処分を２，２４９万２，０００

円を追加したようでございます。これの算出根拠がありましたら、報告をお

願いしたいと思いますが。 

○議長 佐藤公夫  総務課長 

○総務課長 永井正信  ただいまの質問でございますが、一般管理費で２３４万

２，０００円ほど補正をさせていただいております。報償費としまして３１

行政区に５万円、それと燃料相当分としまして２００人分で７９万２，０００

円を補正をさせていただいております。 

○議長 佐藤公夫  産業振興課長 
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○産業振興課長 加庭紀夫  道路維持費のほうでは、補正２，０１５万円ほどさせ

ていただいております。これは町道維持補修ということで、除雪費の見込み

を上げさせていただいております。 

     以上です。 

○議長 佐藤公夫  岡田武二君 

○１１番 岡田武二  除雪費が２，０００万円ほど。報償費が管理費と除雪の補助

があるようでございます。例えば住宅災害だとか、ハウスの倒壊だとか、い

ろいろあるわけですけれども、これはどういう手順でやるのか、お聞きして

おきたいんですが。大雪の関係ということの中で、説明いただければ大変あ

りがたいんですけれども。 

○議長 佐藤公夫  産業振興課長 

○産業振興課長 加庭紀夫  住宅災害につきましての受け付けは、産業振興課のほ

うでさせていただいております。手だてにつきましては、広報等で知らせた

とおりでございますが、予算措置につきましては、特別交付税の財源を使用

して充てたいと考えております。 

○議長 佐藤公夫  岡田武二君 

○１１番 岡田武二  補正の内容と違うわけですが、機会がないので、質問させて

いただいてるわけです。例えば農業ハウスの場合は、国・県・町９０％ぐら

いは補助があるという形であります。 

     新年度予算の中に原木シイタケ等の補助金が組まれているようでございま

すが、まだ提案されておりません。説明の中ではそういったものが含まれて

おりますか。パイプハウスについては、倒壊のすべて補助対象ということで

ございます。ところが、普通の原木栽培のシイタケのフレームについては補

償がないというような話を聞いています。下仁田町として今後どういう考え

方で臨むのかお聞きしておきたいんですけれども。 

○議長 佐藤公夫  産業振興課長 

○産業振興課長 加庭紀夫  今、岡田議員さんのご質問でございます。先ほど岡田

議員さんおっしゃられたとおり、国の補助、県の補助、町の補助というもの

が一応きのうの県の会議で正式に決定をいたしました。それを受けまして、

ほかのもろもろの手だて等につきましても、富岡甘楽で県の農業普及センタ

ーを中心に協議を重ねて、同じような歩調にしたらどうかという意見があり

ますので、今後調整をし、決定をしていきたいと考えております。 

○議長 佐藤公夫  岡田武二君 

○１１番 岡田武二  大変余分なということでは町民の方は、ないと思いますが、
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そういった形の中で、方面も検討していただいているということで解釈して

よろしいわけですね。確認だけさせていただきます。 

○議長 佐藤公夫  産業振興課長 

○産業振興課長 加庭紀夫  そのとおりでございます。結果につきましては、どう

いう方向になるかわかりませんけれども、協議を進めております。 

○議長 佐藤公夫  そのほかご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第２号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第２号議案は原案のとおり承認されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第４、第３号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員

の選任についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課

長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命により、第３号議案を朗読し、ご提案申し上げます。 

     第３号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について、下記

の者を下仁田町固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第

４２３条第３項の規定によって、議会の同意を求める。 

     記。住所、■■■■■■■■■■■■■■氏名、工藤隆男。■■■■■

■■■■■■■■■■ 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     提案理由、工藤隆男氏が平成２６年３月２２日をもって任期満了となるた

めでございます。 

     以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、採決をいたします。 

     第３号議案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  ご異議ないものと認めます。よって、第３号議案は原案のとお
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り同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第５、第４号議案 富岡甘楽広域市町村圏振興整備

組合の規約変更に関する協議についてを議題とし、提案理由の説明を企画財

政課長に求めます。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第４号議案を朗読し、ご提案ご説明

申し上げます。 

     第４号議案 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議

について、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規約の変更について、地方自

治法第２８６条第１項の規定により、別紙のとおり関係市町村が協議のうえ

定めることについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     規約の変更事由、組合行政改革推進計画により視聴覚ライブラリーの運営

について検討した結果、所期の目標が達成できたことに伴い、共同処理する

事務を変更（視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する事務を廃止）す

る。 

     なお、別紙につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので

省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第６、第５号議案 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の

規約変更に伴う財産処分に関する協議についてを議題とし、提案理由の説明



- 14 - 

を企画財政課長に求めます。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第５号議案を朗読し、ご提案ご説明

申し上げます。 

     第５号議案 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の規約変更に伴う財産処

分に関する協議について、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規約の変更に

伴い、別紙のとおり財産処分することについて、地方自治法第２９０条の規

定により、議会の議決を求める。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     財産処分事由、当組合の行政改革推進計画に基づき、理事会において視聴

覚ライブラリーの運営について検討した結果、現在実施している視聴覚教

材・機材の貸出・保管事業について、平成２６年４月１日より富岡市へ移管

することで構成市町村の合意が得られたことから、当組合の共同処理する事

務である「視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する事務」を平成２６年

３月３１日で廃止することとなり、それに伴い、富岡市に対して、視聴覚ラ

イブラリーに係る一切の財産を帰属させるものである。 

     なお、別紙につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので

省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決をいたします。 

     第５号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第５号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第７、第６号議案 富岡市甘楽郡障害程度区分認定

審査会共同設置規約の変更に関する協議についてを議題とし、提案理由の説

明を健康課長に求めます。健康課長 
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（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  命によりまして、第６号議案を朗読し、ご提案ご説明申し

上げます。 

     第６号議案 富岡市甘楽郡障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に

関する協議について、富岡市甘楽郡障害程度区分認定審査会共同設置規約の

変更について、地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、別紙のとお

り関係市町村が協議のうえ定めることについて、同条第３項において準用す

る同法第２５２条の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     提案理由、平成２５年４月１日から「障害者自立支援法」が「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」

に改正され、平成２６年４月１日から「障害程度区分」が「障害支援区分」

に名称変更となるためでございます。 

     なお、別紙につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきまし

たので省略させていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第６号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第８、第７号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務

課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命により、第７号議案を朗読し、ご提案ご説明申し上げま

す。 



- 16 - 

     第７号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、下

仁田町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。以下の改正内

容につきましては、さきの全員協議会でご説明をさせていただきましたので

省略をさせていただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決をいたします。 

     第７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第７号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第９、第８号議案 下仁田町社会教育委員設置条例の一部

を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を教育課長に求めます。教育課

長 

（竹内芳則教育課長 登壇） 

○教育課長 竹内芳則  命によりまして、第８号議案を朗読し、ご提案ご説明申し

上げます。 

     第８号議案 下仁田町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例、下仁

田町社会教育委員設置条例の一部を次のように改正する。改正内容につきま

しては、さきの全員協議会でご説明させていただきましたので省略させてい

ただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決をいたします。 

     第８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第８号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１０、第９号議案 下仁田町ふるさとセンターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を教

育課長に求めます。教育課長 

（竹内芳則教育課長 登壇） 

○教育課長 竹内芳則  それでは、命によりまして、第９号議案を朗読し、ご提案

ご説明申し上げます。 

     第９号議案 下仁田町ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例、下仁田町ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例

の一部を次のように改正する。第６条第１項中「施設設備費のみ」を「施設

設備費の２分の１」に改める。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第９号議案は原案のとおり可決されま

した。 
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──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１１、第１０号議案 下仁田町社会体育館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を教育課

長に求めます。教育課長 

（竹内芳則教育課長 登壇） 

○教育課長 竹内芳則  命によりまして、第１０号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１０号議案 下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例、下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例の一部を次

のように改正する。改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明さ

せていただきましたので省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１０号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１０号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１２、第１１号議案 下仁田町グラウンド等の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を教育

課長に求めます。教育課長 

（竹内芳則教育課長 登壇） 

○教育課長 竹内芳則  命によりまして、第１１号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１１号議案 下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例、下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例の一部
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を次のように改正する。改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説

明させていただきましたので省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑はないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１１号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１１号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１３、第１２号議案 下仁田町立学校屋内運動場の使用

料等に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を教育

課長に求めます。教育課長 

（竹内芳則教育課長 登壇） 

○教育課長 竹内芳則  命によりまして、第１２号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１２号議案 下仁田町立学校屋内運動場の使用料等に関する条例の一部

を改正する条例、下仁田町立学校屋内運動場の使用料等に関する条例の一部

を次のように改正する。改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説

明させていただきましたので省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討
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論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１２号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１２号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１４、第１３号議案 下仁田町屋外運動場照明施設の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明

を教育課長に求めます。教育課長 

（竹内芳則教育課長 登壇） 

○教育課長 竹内芳則  命によりまして、第１３号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１３号議案 下仁田町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例、下仁田町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を次のように改正する。改正内容につきましては、さきの全員

協議会でご説明させていただきましたので省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１３号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１３号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１５、第１４号議案 下仁田町福祉医療費の支給に関す
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る条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を健康課長に求め

ます。健康課長 

（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  命によりまして、第１４号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１４号議案 下仁田町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例、下仁田町福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

以下の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げました

ので省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１４号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１４号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１６、第１５号議案 下仁田町後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を健康課長に求めま

す。健康課長 

（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  命によりまして、第１５号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１５号議案 下仁田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例、下仁田町後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように改正する。以

下の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げさせてい

ただきましたので省略させていただきます。 
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     附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町後期高齢者医

療に関する条例の規定は、平成２６年１月１日から適用する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１５号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１５号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１７、第１６号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の

一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を産業振興課長に求めます。

産業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第１６号議案を朗読し、ご提案ご説

明いたします。 

     第１６号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例、下

仁田町小口資金融資促進条例の一部を次のように改正する。以下の改正内容

につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせて

いただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１６号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１６号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１８、第１７号議案 下仁田町町営住宅管理条例の一部

を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を産業振興課長に求めます。産

業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第１７号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     第１７号議案 下仁田町町営住宅管理条例の一部を改正する条例、下仁田

町町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。以下の改正内容につきま

しては、さきの全員協議会でご説明させていただきましたので省略をさせて

いただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１７号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第１９、第１８号議案 下仁田町水道事業給水条例の一部

を改正する条例を議題とし、提案理由の説明をガス水道課長に求めます。ガ
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ス水道課長 

（金井義富ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 金井義富  命によりまして、第１８号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     第１８号議案 下仁田町水道事業給水条例の一部を改正する条例、下仁田

町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。第２７条から第２８条ま

でを次のように改める。改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説

明いたしましたので省略をさせていただきます。 

     附則、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     料金に関する経過措置及び月数の計算につきましても、さきの議会全員協

議会でご説明いたしましたので、省略をさせていただきます。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１８号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第２０、第１９号議案 下仁田町簡易水道等事業条例及び

下仁田町簡易水道等事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を議題とし、

提案理由の説明を水道課長に求めます。水道課長 

（金井義富水道課長 登壇） 

○水道課長 金井義富  命によりまして、第１９号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第１９号議案 下仁田町簡易水道等事業条例及び下仁田町簡易水道等事業

分担金徴収条例の一部を改正する条例、下仁町簡易水道等事業条例の一部改

正、第１条、下仁田町簡易水道等事業条例の一部を次のように改正する。第
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１０条第２項の表につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので省略させていただきます。 

     次に、下仁田町簡易水道等事業分担金徴収条例の一部改正、第２条、下仁

田町簡易水道等事業分担金徴収条例の一部を次のように改正する。第３条第

３号中の表につきましては、さきの議会全員協議会でご説明いたしましたの

で省略させていただきます。 

     附則、施行期日、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

     料金に関する経過措置及び裏面の月数の計算につきましても、さきの議会

全員協議会でご説明いたしましたので省略させていただきます。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第１９号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第２１、第２０号議案 町道路線の廃止についてを議題と

し、提案理由の説明を産業振興課長に求めます。産業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第２０号議案を朗読し、ご提案ご説

明いたします。 

     第２０号議案 町道路線の廃止について、道路法第１０条第１項の規定に

基づき、町道路線を下記のとおり廃止する。廃止の内容につきましては、さ

きの全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご
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ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第２０号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第２０号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第２２、第２１号議案 町道路線の変更についてを議題と

し、提案理由の説明を産業振興課長に求めます。産業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第２１号議案を朗読し、ご提案ご説

明いたします。 

     第２１号議案 町道路線の変更について、道路法第１０条第２項の規定に

基づき、町道路線を下記のとおり変更する。変更内容につきましては、さき

の全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第２１号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第２１号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第２３、第２２号議案 指定管理者の指定についてを議題
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とし、提案理由の説明を産業振興課長に求めます。産業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第２２号議案を朗読し、ご提案ご説

明いたします。 

     第２２号議案 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、次のとおり指定管理を指定することについて、議会の議

決を求める。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     １、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、下仁田町観光館道の駅。

２、指定管理者となる団体、住所、群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山３７６６

番地１１。団体名、有限会社産業 開発しもにた。代表者名、代表取締役金

井康行。３、指定の期間、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日ま

で。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第２２号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第２２号議案は原案のとおり可決され

ました。 

     ここで暫時休憩をいたします。 

     １１時５分より再開いたします。 

    休  憩  午前１０時５５分 

    再  開  午前１１時０５分 

○議長 佐藤公夫  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第２４、第２３号議案から第３０号議案までを一括議題と

し、第２３号議案 平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第８号）から

順次説明を願います。企画財政課長 
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（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第２３号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     第２３号議案 平成２５年度下仁田町一般会計補正予算（第８号）、平成

２５年度下仁田町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによ

る。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２，９３６万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ５０億４，１５９万２，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。繰越明許費の補正、第２条、地方自治

法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表繰越明許費補正」による。地方債の補正、第３条、地方債

の変更は、「第３表地方債補正」による。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、

款の区分と補正額のみ申し上げます。 

     まず、歳入でございます。１款町税６４４万３，０００円の減、１２款分

担金及び負担金２０万６，０００円の減、１３款使用料及び手数料４４万

４，０００円、１４款国庫支出金４５０万７，０００円の減、１５款県支

出金２８５万４，０００円、１６款財産収入１３万円の減、１７款寄附金

１，１４０万９，０００円、１８款繰入金３，３８９万３，０００円の減、

２０款諸収入２０万９，０００円、２１款町債９０万円、歳入合計５０億

７，０９５万５，０００円から２，９３６万３，０００円を減額し、５０億

４，１５９万２，０００円としたいとするものでございます。 

     次に、歳出でございます。１款議会費９万１，０００円の減、２款総務費

２９万４，０００円、３款民生費８５２万円の減、４款衛生費１，１７２万

３，０００円の減、６款農林水産業費２６９万５，０００円の減、７款商工

費１３１万５，０００円の減、８款土木費１３７万４，０００円、９款消防

費２６万７，０００円。 

     次のページをお願いいたします。１０款教育費７８４万４，０００円の減、

１３款諸支出金８９万円、歳出合計５０億７，０９５万５，０００円から

２，９３６万３，０００円を減額し、５０億４，１５９万２，０００円とし

たいとするものでございます。 
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     次のページをお願いいたします。次に、第２表繰越明許費補正、追加でご

ざいますが、款の区分と事業名及び金額を申し上げます。３款民生費、事業

名、保育所運営委託６４８万円、４款衛生費、事業名、簡易水道会計繰出金

１，４０４万円、６款農林水産業費、小規模土地改良事業６９８万３，０００

円、８款土木費、一般町道改良６５７万３，０００円、過疎道路基幹整備

３，５２７万３，０００円、橋梁維持管理１，３９８万１，０００円、公営住

宅建設１，５３４万７，０００円、１０款教育費、文化財調査保護１，６１２

万４，０００円、１１款災害復旧費２，６２０万１，０００円でございます。 

     次に、第３表地方債補正の変更ですが、過疎対策事業債の限度額を２億

３，３４０万円に９０万円増額し、２億３，４３０万円とし、起債の方法、

利率、償還の方法は、補正前に同じと定めたいとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。次に、歳入歳出予算事項別明細書でござ

いますが、１の総括につきましては説明を省略させていただきます。また、

２の歳入及び３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしま

したので省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  一般会計の説明が終わりました。 

     続いて、第２４号議案 平成２５年度下仁田町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）、第２５号議案 平成２５年度下仁田町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）及び第２６号議案 平成２５年度下仁田町介護保険

特別会計補正予算（第３号）について、健康課長に説明を求めます。健康課

長 

（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  命によりまして、第２４号議案から第２６号議案までを朗

読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     第２４号議案 平成２５年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）、平成２５年度下仁田町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１，２０２万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１１億６，６４６万２，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 
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     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正、款の区分と補正

予算額のみ申し上げます。 

     歳入、１款国民健康保険税９９３万４，０００円、３款国庫支出金２，２０２

万３，０００円の減、４款療養給付費交付金１，８３１万３，０００円、５

款前期高齢者交付金３０万２，０００円の減、６款県支出金６１万１，０００円

の減、７款共同事業交付金５１４万６，０００円の減、９款繰入金１，３０６

万２，０００円の減、１１款諸収入８７万円、歳入合計１１億７，８４８万

９，０００円から１，２０２万７，０００円を減額し、１１億６，６４６万

２，０００円としたいとするものでございます。 

     次に、歳出、１款総務費９６万６，０００円、２款保険給付費５８９万

３，０００円の減、６款介護納付金３１万７，０００円の減、７款共同事業

拠出金６０５万９，０００円の減、８款保健事業費７２万４，０００円の減、

歳出合計１１億７，８４８万９，０００円から１，２０２万７，０００円を

減額し、１１億６，６４６万２，０００円としたいとするものでございます。 

     ４ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括につ

きましては説明を省略させていただきます。６ページ以降の歳入、歳出につ

きましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたので省略させて

いただきます。 

     次に、第２５号議案をお願いいたします。 

     第２５号議案 平成２５年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）、平成２５年度下仁田町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５２３万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

億２，９３０万９，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の

区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正、款の区分と補正

予算額のみ申し上げます。 

     歳入、１款後期高齢者医療保険料２３７万４，０００円の減、３款繰入金

４１０万７，０００円の減、５款諸収入１２４万３，０００円、歳入合計

１億３，４５４万７，０００円から５２３万８，０００円を減額し、１億

２，９３０万９，０００円としたいとするものでございます。 
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     次に、歳出、１款総務費３万１，０００円の減、３款後期高齢者医療広域

連合納付金５２０万７，０００円の減、歳出合計１億３，４５４万７，０００

円から５２３万８，０００円を減額し、１億２，９３０万９，０００円とし

たいとするものでございます。 

     ３ページをお願いします。次に、歳入歳出予算事項別明細書でございます

が、１の総括につきましては説明を省略させていただきます。４ページ以降

の歳入、歳出につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきまし

たので省略させていただきます。 

     次に、第２６号議案をお願いいたします。 

     第２６号議案、平成２５年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第３

号）、平成２５年度下仁田町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２，１５３万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億

８，７１４万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予

算補正」による。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正、款の区分と補

正予算額のみ申し上げます。 

     歳入、１款保険料４７万４，０００円、３款国庫支出金１８５万２，０００

円の減、４款支払基金交付金６３６万１，０００円の減、５款県支出金４１８

万４，０００円の減、７款繰入金９６０万７，０００円の減、歳入合計１３

億８６７万円から２，１５３万円を減額し、１２億８，７１４万円としたい

とするものでございます。 

     次に、歳出、１款総務費１６万円の減、２款保険給付費２，１９３万

４，０００円の減、５款地域支援事業費５６万４，０００円、歳出合計１３

億８６７万円から２，１５３万円を減額し、１２億８，７１４万円としたい

とするものでございます。 

     ４ページをお願いします。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括につきま

しては説明を省略させていただきます。５ページ以降の歳入、歳出につきま

しては、さきの全員協議会で説明させていただきましたので省略させていた

だきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 
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○議長 佐藤公夫  次に、第２７号議案 平成２５年度下仁田町簡易水道事業特別

会計補正予算（第３号）を議題とし、水道課長に説明を求めます。水道課長 

（金井義富水道課長 登壇） 

○水道課長 金井義富  命によりまして、第２７号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     第２７号議案 平成２５年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）、平成２５年度下仁田町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

６６３万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

億８，３８４万７，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の

区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第

２表繰越明許費」による。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、

款の区分と補正予算額を申し上げます。 

     最初に、歳入でございます。１款水道事業収入９３万４，０００円の減、

２款分担金及び負担金９万９，０００円、３款国庫支出金３万１，０００円

の減、４款繰入金５９７万２，０００円の減、６款諸収入２０万２，０００

円、歳入合計１億９，０４８万３，０００円から６６３万６，０００円を減

額し、１億８，３８４万７，０００円としたいとするものでございます。 

     次に、歳出でございます。１款水道事業費６６３万６，０００円の減、歳

出合計１億９，０４８万３，０００円から６６３万６，０００円を減額し、

１億８，３８４万７，０００円としたいとするものでございます。 

     ３ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正、追加でございます。

１款水道事業費、２項施設費、事業名、施設維持費、金額１，４０４万円で

ございます。 

     ４ページの歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきま

しては説明を省略させていただきます。また、５ページの２の歳出及び７ペ

ージの３の歳出につきましては、さきの議会全員協議会でご説明いたしまし

たので省略をさせていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 
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○議長 佐藤公夫  次に、第２８号議案 平成２５年度下仁田町浄化槽整備事業特

別会計補正予算（第２号）について、産業振興課長に説明を求めます。産業

振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第２８号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     第２８号議案 平成２５年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算

（第２号）、平成２５年度下仁田町の浄化槽整備事業特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

９０９万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，

６２１万６，０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入

歳出予算補正」による。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正、款の区分と補正

額のみ申し上げます。 

     歳入、３款国庫支出金９０９万７，０００円の減、歳入合計７，５３１万

３，０００円を９０９万７，０００円を減額し、６，６２１万６，０００円

としたいとするものでございます。 

     歳出、１款浄化槽事業費９０９万７，０００円の減、歳出合計７，５３１

万３，０００円から９０９万７，０００円を減額し、６，６２１万６，０００

円としたいとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は

説明を省略させていただきます。次のページの２の歳入、３の歳出につきま

しては、さきの全員協議会で説明いたしましたので省略をさせていただきま

す。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  次に、第２９号議案 平成２５年度下仁田町水道事業会計補正

予算（第２号）及び第３０号議案 平成２５年度下仁田町ガス事業会計補正

予算（第５号）について、ガス水道課長に説明を求めます。ガス水道課長 

（金井義富ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 金井義富  命によりまして、第２９号議案及び第３０号議案を朗

読し、ご提案ご説明申し上げます。 
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     最初に、第２９号議案 平成２５年度下仁田町水道事業会計補正予算（第

２号）、総則、第１条、平成２５年度下仁田町水道事業会計の補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、平成２５年度下仁田町水道事業会計予算第２条に

定めた業務の予定量を次のように改める。第１号、給水戸数１９戸減し、

２，３２１戸、第２号、年間給水量２万５９６立方減し、６６万６，５５３

立方、第３号、１日平均給水量５７立方減し、１，８２６立方。 

     収益的収入及び支出、第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。款の区分と補正予定額を申し上げます。収入、

第１款水道事業収益４３５万５，０００円の減、支出、第１款水道事業費用

２２７万７，０００円。 

     議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第４条、予算第

７条に定めた経費の金額を次のとおり改める。第１号、職員給与費５９万

３，０００円を減額し、３，９１２万８，０００円としたいとするものでご

ざいます。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページの下仁田町水道事業会計補正予算実施計画以降につきましては、

さきの全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 

     次に、第３０号議案でございます。 

     第３０号議案 平成２５年度下仁田町ガス事業会計補正予算（第５号）、

総則、第１条、平成２５年度下仁田町ガス事業会計の補正予算（第５号）は、

次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、平成２５年度下仁田町ガス事業会計予算第２条

に定めた業務の予定量を次のように改める。第１号、供給戸数８戸減し、

１，３５８戸、第２号、年間供給量一万３１２立方ふやし、８７万７，２６３

立方、第３号、１日平均供給量２８立方ふやし、２，４０３立方。 

     収益的収入及び支出、第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。款の区分と補正予定額を申し上げます。収入、

第１款ガス事業収益２６９万７，０００円の減、支出、第１款ガス事業費用

１１２万８，０００円の減。 

     ２ページをお願いいたします。議会の議決を経なければ流用することので

きない経費、第４条、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

第１号、職員給与費４万円を減額し、４，２８８万７，０００円としたいと

するものでございます。 
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     棚卸資産購入限度額、第５条、予算第１０条で定めた棚卸資産購入限度額

の「限度額５，６７１万３，０００円」を「限度額５，７５７万４，０００

円」に改める。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     ３ページの下仁田町ガス事業会計補正予算実施計画以降につきましては、

さきの議会全員協議会でご説明いたしましたので省略させていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案説明が終わりましたので、第２３号議案から第３０号議案

までに対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べていただきますよう、

あらかじめお願いをしておきます。それでは、質疑を願います。島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  さきの全員協議会で質問いたしましたが、十分な答弁が得られ

てない部分がありましたので、健康課長の説明をお願いします。 

○議長 佐藤公夫  健康課長 

○健康課長 神宮喜美  さきの全員協議会におきましては、理解不足で答弁できな

かったということで、この場を借りましておわび申し上げます。 

     さきの全員協議会では、介護保険会計からの一般会計への地域包括支援セ

ンターへの負担金の関係でございます。執行率、執行状況についてというこ

とで伺われたわけですけれども、地域支援事業費から包括支援センターへの

負担金につきましては、従来、年度末で一括で精算するような格好をとらさ

せていただきました。この間、一般会計の財源を立てかえしていただきまし

て、包括支援センターにおいて介護予防事業、包括的支援事業、任意事業を

実施してまいりました。平成２５年度につきましては、監査委員さんの指摘

もございまして、２月４日に概算払いをさせていただきました。 

     今後の取り扱いでございますけれども、平成２６年度からは、上半期に概

算払いを行いまして、年度末に精算するやり方で改めていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  ３月補正といいますと、大体年度末に向けてそれぞれの款項、

実績によるところの補正が非常に多いと。そういう中で、執行率はほぼ７０

から８０％、そういう状況でありますが、この地域包括的支援事業に限って

ゼロであると。執行率がゼロのものを、やはりここへ来て補正をつけるのは

いかがかなと、そういう発想のもとに質問させていただいたわけですけれど

も、２月監査が大雪のため実施されなかったので、資料がないんですけれど
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も、１２月現在だと、包括的支援事業、執行率ゼロだと。ほかの各款項は、

ほぼ大体６０から７０％。執行率がゼロということは、支出がゼロというこ

と。これは一般住民の皆さんも非常に理解しにくい部分であるわけでして、

ぜひともその辺の会計処理については、非常に問題があるということですの

で、その辺のところは改めていくべきであろうかと思います。 

     上半期、下半期ということですが、そんなに置かないで、四半期ごとぐら

いの予算執行を適切に行っていただきたいと、そんなふうに考えるわけです。 

     予備費については、これは取り崩しした時点で減額されるわけですけれど

も、介護保険の場合は、予備費はその時点で１００万円の予備費については

取り崩さない。ゼロ％。予備費と同じようなことで、包括支援事業が執行割

合が、支出割合がゼロということは、非常に理解しにくい部分があるんで、

今後、そういうことのないようよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長 佐藤公夫  健康課長 

○健康課長 神宮喜美  ご指摘のように、できれば四半期ごとに取り扱いをしてい

きたいという考えでおります。国・県からの交付金が入ってくるのが、やは

り１０月なんですね。また、社会保険診療報酬支払基金からは、若干であり

ますが、毎月入ってきておりますので、その入ってくる範囲内で、四半期ご

とに改めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  今、健康課長の答弁だと、国や県からの補助金なり交付金が遅

いと。これは一般会計においても同じことが言えると思いますよね。特に、

過疎債などは出納閉鎖直前の５月に近いと。そういう中でやりくりしていく

ために財政調整基金があるわけで、一般会計と４億円、５億円という運転資

金を蓄えて、一般市中銀行からの借り入れをなくしていると。企業会計にお

いても、そのための基金があるわけでして、やはりその辺は基金の調整で、

よくよく基金が足りなければ、一般会計からの充当で対応しているわけでし

て、この介護保険事業だけでなく、ほかの水道、あるいは合併浄化槽におい

ても、みんなそういうことで会計処理しているわけで、ぜひともその辺のと

ころは、ほかと肩を並べるような形で執行状況の報告を、また一般町民から

も要請された場合には、こういう状況ですよと報告できるような形をつくっ

ておいてもらうのが理想かと思うんで、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長 佐藤公夫  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結し、第２３号議案から第
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３０号議案の８議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第２５、第３１号議案から第３８号議案まで一括議

題といたします。 

     まず、第３１号議案 平成２６年度下仁田町一般会計予算から順次説明を

願います。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第３１号議案を朗読し、ご提案ご説

明申し上げます。 

     １ページをお願いいたします。第３１号議案 平成２６年度下仁田町一般

会計予算、平成２６年度下仁田町の一般会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０億

９，９００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

     債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行

為」による。 

     地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表地方債」による。 

     一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は５億円と定める。 

     歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。第２号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 
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     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算でございますが、款の

区分と金額のみを申し上げます。 

     まず、歳入でございます。１款町税８億７，８００万円、２款地方譲与税

５，７６０万円、３款利子割交付金１８０万円、４款配当割交付金１４７万

８，０００円、５款株式等譲渡所得割交付金４２万２，０００円、６款地方

消費税交付金１億３８０万円、７款ゴルフ場利用税交付金１，５４０万円、

８款自動車取得税交付金１，６００万円、９款地方特例交付金１１０万円、

１０款地方交付税２１億４，０００万円、１１款交通安全対策特別交付金

１３９万８，０００円、１２款分担金及び負担金５，８１７万５，０００円、

１３款使用料及び手数料６，５２８万５，０００円、１４款国庫支出金３億

９，４８７万８，０００円、１５款県支出金３億５，３１９万８，０００円、

１６款財産収入３５７万８，０００円、１７款寄附金１４万１，０００円、

１８款繰入金２億３，２４２万６，０００円、１９款繰越金１，０００円。 

     ４ページをお願いします。２０款諸収入９，７８２万円、２１款町債６億

７，６５０万円、歳入合計５０億９，９００万円でございます。 

     ５ページをお願いします。次に、歳出でございます。１款議会費７，９１５

万５，０００円、２款総務費９億８，９７９万円、３款民生費１１億３６０

万７，０００円、４款衛生費７億４，６３１万４，０００円、５款労働費

２１１万１，０００円、６款農林水産業費２億５，７５７万３，０００円、７

款商工費２億７３０万１，０００円、８款土木費３億２，０５２万９，０００

円。 

     ６ページをお願いします。９款消防費２億３，５９２万９，０００円、１０

款教育費４億８，０７４万１，０００円、１１款災害復旧費１万１，０００

円、１２款公債費６億６，２７１万２，０００円、１３款諸支出金３２２万

７，０００円、１４款予備費１，０００万円、歳出合計５０億９，９００万

円でございます。 

     ８ページをお願いいたします。第２表債務負担行為でございますが、土地

開発公社の借入金に対する債務保証について、期間を平成２６年度から債務

完了の年度までとし、限度額を２，５５５万２，０００円に約定利息を加え

た額と定めるものでございます。 

     次に、第３表地方債でございますが、過疎対策事業１億７，４４０万円、

ガス事業補助の一般会計出資債２５０万円、臨時財政対策債２億円、全国防

災事業債１億４６０万円及び緊急防災・減災事業債１億９，５００万円で、

限度額を合わせて６億７，６５０万円に、また起債の方法、利率、償還の方
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法について、ここに記載のとおりと定めたいとするものでございます。 

     次に、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきまして

は説明を省略させていただきます。また、１２ページからの２の歳入及び３

の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので省略を

させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  以上で一般会計予算の説明が終わりました。 

     暫時休憩といたしまして、再開は午後１時からといたします。 

    休  憩  午前１１時５５分 

    再  開  午後 １時００分 

○議長 佐藤公夫  休憩を解いて再開いたします。 

     第３２号議案 平成２６年度下仁田町国民健康保険特別会計予算、第３３

号議案 平成２６年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算及び第３４号議

案 平成２６年度下仁田町介護保険特別会計予算について、健康課長に説明

を求めます。健康課長 

（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  それでは、８１ページをお願いいたします。命によりまし

て、第３２号議案から３４号議案を朗読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     第３２号議案 平成２６年度下仁田町国民健康保険特別会計予算、平成２６

年度下仁田町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１億

６，８４０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

     一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は５，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。第１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用。第２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合の

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表の歳入歳出予算でございますが、

款の区分と金額のみ申し上げます。 



- 40 - 

     歳入、１款国民健康保険税２億３，８０１万５，０００円、２款使用料及

び手数料８万２，０００円、３款国庫支出金２億５，６４０万６，０００円、

４款療養給付費交付金９，６２７万３，０００円、５款前期高齢者交付金２

億５，８３７万２，０００円、６款県支出金６，５４３万８，０００円、７

款共同事業交付金１億３，９６５万６，０００円、８款財産収入６，０００

円、９款繰入金１億１，２７６万２，０００円、１０款繰越金１，０００円、

１１款諸収入１３８万９，０００円、歳入合計１１億６，８４０万円とした

いとするものでございます。 

     次のページをお願いします。歳出でございます。１款総務費６００万

７，０００円、２款保険給付費７億７，６８２万円、３款後期高齢者支援金

等１億４，０４８万２，０００円、４款前期高齢者納付金等９万９，０００

円、５款老人保健拠出金１万円、６款介護納付金７，２４５万８，０００

円、７款共同事業拠出金１億３，６８４万９，０００円、８款保健事業費

１，３７３万８，０００円、９款基金積立金６，０００円、１０款公債費

６２万９，０００円、１１款諸支出金１３０万２，０００円、１２款予備費

２，０００万円、歳出合計１１億６，８４０万円としたいとするものでござ

います。 

     次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書でございます

が、１の総括につきましては省略させていただきます。また、２の歳入、３

の歳出につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたので、

省略させていただきます。 

     次に、１０１ページをお願いします。第３３号議案 平成２６年度下仁田

町後期高齢者医療特別会計予算、平成２６年度下仁田町の後期高齢者医療特

別会計の予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億

３，８７０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

     一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は１，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。第１号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 
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     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算、款の区分と金額の

み申し上げます。 

     歳入、１款後期高齢者医療保険料７，７９９万３，０００円、２款使用料

及び手数料１万９，０００円、３款繰入金５，４２９万６，０００円、４

款繰越金１，０００円、５款諸収入６３９万１，０００円、歳入合計１億

３，８７０万円としたいとするものでございます。 

     次に、歳出でございます。１款総務費１９９万５，０００円、２款保健事業

費６９６万９，０００円、３款後期高齢者医療広域連合納付金１億２，８７３

万３，０００円、４款諸支出金２，０００円、５款公債費１，０００円、６

款予備費１００万円、歳出合計１億３，８７０万円としたいとするものでご

ざいます。 

     次のページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書でございます

が、１の総括につきましては省略させていただきます。また、次の２の歳入、

３の歳出につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたの

で省略させていただきます。 

     続きまして、１１１ページをお願いします。第３４号議案 平成２６年度

下仁田町介護保険特別会計予算、平成２６年度下仁田町の介護保険特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億

１，８９０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

     一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

による歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算

額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用。第２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算、款の区分と金額のみ

申し上げます。 

     歳入、１款保険料２億５９３万５，０００円、２款使用料及び手数料２万

３，０００円、３款国庫支出金３億４，０８２万３，０００円、４款支払基



- 42 - 

金交付金３億６，４９３万３，０００円、５款県支出金２億２，７４６万

４，０００円、６款財産収入３，０００円、７款繰入金１億７，９６９万円、

８款繰越金１，０００円、９款諸収入２万８，０００円、歳入合計１３億

１，８９０万円としたいとするものでございます。 

     次に、歳出でございます。１款総務費４，５６６万３，０００円、２款

保険給付費１２億４，７７１万５，０００円、３款財政安定化基金拠出金

１，０００円、４款基金積立金３，０００円、５款地域支援事業費２，４５１

万３，０００円、６款公債費１，０００円、７款諸支出金４，０００円。 

     次のページをお願いします。８款予備費１００万円、歳出合計１３億

１，８９０万円としたいとするものでございます。 

     次に、１１５ページをお願いします。歳入歳出予算事項別明細書、１の総

括につきましては説明を省略させていただきます。また、次の２の歳入、３

の歳出につきましては、さきの全員協議会で説明させていただきましたので

省略させていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  次に、第３５号議案 平成２６年度下仁田町簡易水道事業特別

会計予算について、水道課長に説明を求めます。水道課長 

（金井義富水道課長 登壇） 

○水道課長 金井義富  命によりまして、第３５号議案を朗読し、ご提案ご説明申

し上げます。 

     予算書の１２９ページをお願いいたします。第３５号議案 平成２６年度

下仁田町簡易水道事業特別会計予算、平成２６年度下仁田町の簡易水道事業

特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億

５，１６０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

     地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第２表地方債」による。 

     一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る
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予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。第２号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算でございますが、款

の区分と金額を申し上げます。 

     歳入、１款水道事業収入６，０９８万１，０００円、２款分担金及び負担金

４４万１，０００円、３款国庫支出金２，４０１万円、４款繰入金２，２３５

万３，０００円、５款繰越金１，０００円、６款諸収入１１万４，０００円、

７款町債４，３７０万円、歳入合計１億５，１６０万円としたいとするもの

でございます。 

     次のページをお願いいたします。歳出でございます。１款水道事業費１億

５，１１０万円、２款予備費５０万円、歳出合計１億５，１６０万円とした

いとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。第２表地方債、起債の目的、簡易水道施

設改良事業債のうち、簡易水道事業債として２，１９０万円、同じく過疎対

策事業債として２，１８０万円、限度額計４，３７０万円としたいとするも

のでございます。起債の方法以下につきましては、記載のとおりでございま

す。 

     次のページの歳入歳出予算事項別明細書でございますが、説明は省略をさ

せていただきます。また、１３５ページの２の歳入以降につきましては、さ

きの議会全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  次に、第３６号議案 平成２６年度下仁田町浄化槽整備事業特

別会計予算について、産業振興課長に説明を求めます。産業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  １４９ページをお願いいたします。命によりまして、

第３６号議案を朗読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     第３６号議案 平成２６年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計予算、平成

２６年度下仁田町の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

     歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，５２０

万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、「第１表歳入歳出予算」による。 
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     地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第２表地方債」による。 

     一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用、第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     １５０ページをお願いいたします。第１表の歳入歳出予算ですが、款の区

分と金額のみ申し上げます。 

     まず、歳入、１款分担金及び負担金８３４万円、２款使用料及び手数料

１，２７１万７，０００円、３款国庫支出金１，５３２万円、４款県支出金

８２８万円、５款財産収入２，０００円、６款繰入金１，０１３万７，０００

円、７款繰越金１，０００円、８款諸収入３，０００円、９款町債２，０４０

万円、歳入合計７，５２０万円としたいとするものでございます。 

     次に、１５１ページ、歳出です。１款浄化槽事業費６，８４６万５，０００

円、２款公債費６２３万５，０００円、３款予備費５０万円、歳出合計

７，５２０万円としたいとするものでございます。 

     １５２ページお願いいたします。第２表は地方債でございます。起債の目

的は浄化槽施設設置事業、下水道事業債として１，０２０万円、同じく過疎

対策事業債として１，０２０万円、限度額計２，０４０万円でございます。

起債の方法，利率、償還の方法は、それぞれ記載のとおりとなっております。 

     １５３ページに移りまして、歳入歳出予算事項別明細書ですが、１の総括

につきましては説明は省略をさせていただきます。１５５ページをお願いい

たします。２の歳入、３の歳出につきましても、さきの議会全員協議会で説

明させていただきましたので省略をさせていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  次に、第３７号議案 平成２６年度下仁田町水道事業会計予算

及び第３８号議案 平成２６年度下仁田町ガス事業会計について、ガス水道

課長に説明を求めます。ガス水道課長 

（金井義富ガス水道課長 登壇） 

○ガス水道課長 金井義富  命によりまして、第３７号議案及び第３８号議案を朗
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読し、ご提案ご説明申し上げます。 

     予算書の１６１ページを願いいたします。第３７号議案 平成２６年度下

仁田町水道事業会計予算、総則、第１条、平成２６年度下仁田町水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。第１号、給

水戸数２，３２１戸、第２号、年間給水量６６万６，５５３立方、第３号、

１日平均給水量１，８２６立方。 

     収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとお

りと定める。款の区分と予定額を申し上げます。収入、第１款水道事業収益

１億９，９６０万円、支出、第１款水道事業費用２億１，２６０万１，０００

円。 

     次のページをお願いします。資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額６，０２７万４，０００円は、当年度分損益勘定留保資金

６，０２７万４，０００円で補てんするものとする。同じく款の区分と予定

額を申し上げます。収入、第１款資本的収入６，３９９万２，０００円、支

出、第１款資本的支出１億２，４２６万６，０００円。 

     企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

次のとおりと定める。起債の目的、配水本管布設替工事、限度額１，５５０

万円、起債の方法、証書借り入れ、利率年５％以内、償還の方法、貸付先の

融資条件による。 

     一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は１，０００万円と定める。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用、第７条、予定支出の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第１款水道事業費

用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 

     議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第８条、次に掲げ

る経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、また

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。第１号、職員給与費４，４４７万２，０００円。 

     他会計からの補助金、第９条、水道水源開発事業に係る企業債、簡易水道

統合整備事業に係る簡易水道事業債の元利償還金等及び児童手当に要する経費

のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は６，８１６万７，０００

円である。 

     棚卸資産購入限度額、第１０条、棚卸資産購入限度額は１５５万６，０００
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円と定める。 

     重要な資産の取得及び処分、第１１条、重要な資産の取得及び処分は、次

のとおりとする。１、取得する資産、種類、配水本管布設替工事、名称、国

道２５４号線本管布設替工事、数量、Ｌ＝１７６．４メートル、ＰＥパイ

１００ミリ。 

     平成２６年３月１０日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページの平成２６年度下仁田町水道事業会計予算実施計画以降につき

ましては、さきの議会全員協議会でご説明いたしましたので説明は省略させ

ていただきます。 

     続きまして、１８３ページをお願いいたします。第３８号議案 平成２６

年度下仁田町ガス事業会計予算でございます。総則、第１条、平成２６年度

下仁田町ガス事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

     業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。第１号、供

給戸数１，３３８戸、第２号、年間供給量８３万６，６０８立方、第３号、

１日平均供給量２，２９２立方。 

     収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとお

りと定める。款の区分と予定額を申し上げます。収入、第１款ガス事業収益

１億７，０４３万円、支出、第１款ガス事業費用１億６，０２６万９，０００

円。 

     次のページをお願いします。資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額２，６１７万７，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額１８６万６，０００円、過年度分損益勘定留保資金２，２３４

万４，０００円、当年度分損益勘定留保資金１９６万７，０００円で補てん

するものとする。同じく款の区分と予定額を申し上げます。収入、第１款資

本的収入１，６００万２，０００円、支出、第１款資本的支出４，２１７万

９，０００円。 

     企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

次のとおりと定める。起債の目的、ガス本管布設替工事、限度額１，３５０万

円、起債の方法、証書借り入れ、利率年５％以内、償還の方法、貸付先の融

資条件による。 

     一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は１，０００万円と定める。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用、第７条、予定支出の各項の経費の金

額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。第１款ガス事業費
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用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 

     議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第８条、次に掲げ

る経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、また

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。第１号、職員給与費４，６９８万７，０００円。 

     他会計からの補助金、第９条、職員の児童手当に要する経費のために一般

会計からこの会計へ補助を受ける金額は６６万円である。 

     棚卸資産購入限度額、第１０条、棚卸資産購入限度額は６，４９５万

７，０００円と定める。 

     平成２６年３月１０日提出下仁田町長 金井康行。 

     次のページの平成２６年度下仁田町ガス事業会計予算実施計画以降につき

ましては、さきの議会全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせてい

ただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案説明が終わりましたので、第３１号議案から第３８号議案

までに対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べていただきます。それ

では、質疑をどうぞ。堀口博志君 

○１０番 堀口博志  一般会計、３０ページ、総務費、２款、町長室のことなんで

すけれども、ここに町制６０周年記念となっておりますが、１９５５年の合

併以来６０周年になるということだと思うんですけれども、この６０周年記

念に当たって、どのような企画を持っていらっしゃるか教えていただきたい

と思います。 

○議長 佐藤公夫  総務課長 

○総務課長 永井正信  合併６０周年記念行事といいますか、式典につきましては、

これから４月に検討委員会を立ち上げて、検討していくことになっておりま

す。 

○議長 佐藤公夫  堀口博志君 

○１０番 堀口博志  予算化してあって、概算で予算がとってあることだというふ

うに理解すればいいことだと思いますが、この６０周年記念ということが事

実上なりますと、１０年前５０周年記念を行いました。節目節目の年である

と思います。そういうことを踏まえながら、先日、全員協議会において予算

書の説明を受けたわけですけれども、このとき、かねて５年も前から、この

町の履歴とも言える町史の改編、ふるさとセンター費の中で説明があるかな
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とは思っていたんですけれども、そのセンター費の文化財調査、ここだとは

思うんですけれども、荒船風穴に関する世界遺産の登録並びにパンフレット

やポスター、駐車場、石積み等々の説明をいただきました。この６０周年に

当たって、５年にわたる予算をとりながらも、改編ができず、明許繰越にし

たり、後々考えておく、やるというような方向の答弁はいただいております

が、この節目の年に、町の履歴とも言えるこの町史の改編について、一つも

方向性が見出されてない。予算がもし入っているなら、私の説明を聞いた中

で落としているということでございますので、このことについて、予算をと

り、町史の改編が図れる計画はあるんだか説明をいただければと思います。 

○議長 佐藤公夫  教育課長 

○教育課長 竹内芳則  町史は重要である、必要であるというようなことは十分認

識しているつもりでございます。ただ、前回予算計上した際もそうでありま

したけれども、下仁田町の場合、歴史にかかわる資料が非常に不足している

実態もございまして、まずは資料収集をしなければ、町史を編さんする責任

者である編さん委員の皆様を選任することは非常に大変な状況でありまして。

資料収集者の心がけることを一定程度行いまして、その後に町史発行に向け

た検討をしたいと考えております。 

○議長 佐藤公夫  堀口博志君 

○１０番 堀口博志  その答弁は過去にも聞いております。そのときにも、これか

ら資料の収集も心がけたい、していきたいというような答弁も聞いておりま

すので、教育長もご存じと。新しくなられてからもその話も出ましたから、

ご存じのことで。ぜひ教育長の指導のもとでしてもらわなければならないこ

とだと考えております。それで、少しは資料の収集は進んでいますか。 

○議長 佐藤公夫  教育課長 

○教育課長 竹内芳則  当面、平成２６年度予算に計上した分としましては、学校

資料の整理のために臨時職員の賃金を計上してございます。 

○議長 佐藤公夫  堀口博志君 

○１０番 堀口博志  それは直接的に町史の改編につながることなのでしょうか。

大きい意味、小さいというか、一つ一つの予算ではなくて、やはりこれは必

要なのか必要でないのか。資料を集めるつもりですということは、今までも

聞いてきました。これを一歩足を踏み入れて、難しい、年月がたてばたつほ

ど難しくなるとも思います。ぜひこういう面においては、もう日ごろからの

努力だと思いますし、先日来全員協議会でジオパークのことについても質問

させていただきました。ことしのジオサイトの整備等々は、今後必要に応じ
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て補正をとって行いたいという答弁もいただいましたが、それも非常に１年

間の計画がなければあいまいだなとは思っていたんですけれども、この６０

年という節目に当たっては、手をつけざるを得ないんじゃないかな。手をつ

けなければ、またこのきっかけが６０年ですから、これまた先延びしていく

んじゃないかなというふうにも考えるところですので、あえて２款と１０款

に当たる質問ですけれども、予算決算特別委員会の中では、職員がまたがる

ことですので、あえてこの場で質問させてもらっているわけですけれども、

ぜひこの当初予算に盛り込んでないとしましたら、補正でも組みまして、ぜ

ひ一歩でも前に進んでいただきたいと。当初の予算に対して、盛り込んでな

いんですから。せっかくの６０年の節目がきっかけがあると思いますので、

その辺、前向きな回答をいただければと思いますけれども。 

○議長 佐藤公夫  教育課長 

○教育課長 竹内芳則  直接の町史編さんにかかわる費用は計上してございません。

先ほども申し上げましたけれども、前回の計上したときの反省点もございま

すので、前回予算計上したようなことにならないためにも、準備をしっかり

進めてから取り組む必要があるというふうに考えております。 

○議長 佐藤公夫  堀口博志君 

○１０番 堀口博志  今議会での当初予算につきましては、この１年間の指針とも

当たるものであります。そういう中に、この１年間どういうふうに挑戦をし

ていくのか、またどんなものをやっていく、行事をやっていくかということ

も、この予算書によっての１年間の計画でありますので、そういう中に盛り

込まれるといえば、ぜひ６０周年の期に、一歩でも前へ進めるようお願いし

たいと。 

     ただ、同じ質問は３回までということでございます。これが３度でござい

ますので、この場では申しませんが、ぜひ町長にもご理解をいただいた中で、

皆で力を合わせた中で、一歩でも資料集めにできますように、また継続して

いかないと改編はできないと思いますので、ぜひご尽力を賜ればと思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  町長 

○町長 金井康行  堀口博志議員のただいまのご発言でございますが、以前にも申

し上げておりまして、その進めるべく対応しておりましたが、堀口博志議員

ご存じのとおり、今、富岡製糸場と絹産業遺産群ということで、荒船風穴の

登録が間近に迫っておりますし、そちらの対応に町史の編さんに関する先生

方も重複しておりますので、いろいろとお願いしたんですが、なかなか一緒
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の進行が難しいと、こういう状況で話をされておりまして、今、堀口博志議

員がおっしゃるように、進めるべく同じ気持ちでおったんですが、なかなか

きっかけがつかめない状況でございまして、今年度に入りまして、今、教育

課長からお答えありましたように、何かのきっかけをつくりたいと。それは、

１つに６月で１つの方向が定まった後には、ひとつ全面的な協力をお願いし

て、少しでもスピードアップして編さんに努めていきたいということでお話

をお願いしてありますが、そんな状況でございますので、やらないという気

持ちではございませんし、そんな状況下でございますので、ぜひこれからも

議員各位からもご指導いただきまして、積極的に進められるような方法をま

た考えていきたいと、こういう状況でございますので、ご理解を賜りたいと

思います。 

○議長 佐藤公夫  ほかに質疑ございませんか。島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  一般会計予算、同じく５０ページ、７款商工費をお願いします。 

     産業振興対策費として１，２０４万円計上されているわけですけれども、

全員協議会の説明で、たしか観光協会の事務所をどうのこうのと、説明を受

けたと記憶しているわけですけれども、その辺の内容について、詳しく説明

をいただけたらと思います。 

○議長 佐藤公夫  産業振興課長 

○産業振興課長 加庭紀夫  ただいまのご質問でございます。ご存じのとおり、こ

んにゃく体験道場が商工会のほうから役場のほうへ戻されまして、直営とい

うことになりました。それと、平成２５年補正で可決していただきましたこ

れからの観光行政について、専門家によりますところのコーディネートを今

お願いしているところでありますけれども、それとあわせて、下仁田町観光

協会の見直しという話が出ておりまして、その辺観光協会の事務所とあわせ

まして、直営になりましたこんにゃく手作り体験道場の運営をその建物でし

ていきたということで、事務所の建設工事として予算化をお願いしたところ

でございます。 

○議長 佐藤公夫  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  そうすると、ここに１５節工事請負費８２８万６，０００円と

あるのが、これに該当するわけですか。 

○産業振興課長 加庭紀夫  はい、そうでございます。 

○議長 佐藤公夫  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  議案全員協議会のときに、町長冒頭のあいさつの中で、観光を

中心とする施策、世界遺産、ジオパーク、あるいはねぎサミット等々と、そ
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ういうことに新規事業として力を入れていきたいと、そういう挨拶があった

わけですけれども、観光協会、事務所をあそこに移してやるんだという中身

について、具体的にどういう構想でどう進めていくのか。その辺のところ、

また日程的にいつ事務所を着工して、あそこに移るか、今の状況はどうなっ

ているか、その辺のところを説明をお願いします。 

○議長 佐藤公夫  産業振興課長 

○産業振興課長 加庭紀夫  今のご質問でございます。一応予算が通りました暁に

は、４月早々に設計、工事発注をして、世界遺産登録の６月を目途に建設を

進めたいという考えでおります。そういうことでございます。 

○議長 佐藤公夫  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  それでは、今の観光協会の組織の内容を見ますと、町長が会長、

あと理事の皆さんは、それぞれの団体の長の当て職的な意味合いが非常に強

いと。そういう中で、何年か様子を見ても、非常に形骸化というか、マンネ

リ化、語弊がありますかしれませんけれども、年中行事に徹しているわけで

すけれども、その辺、下仁田独自の観光開発、観光協会としての役割という

ものが非常に見えてこないわけでして、事務所をあそこへ移してやるという

ことは、相当な構想のもとにやられると思うんで、その辺のところをお聞か

せ願えたらと思います。 

○議長 佐藤公夫  産業振興課長 

○産業振興課長 加庭紀夫  島﨑議員おっしゃるとおり、下仁田には数多くのポテ

ンシャルがあります。そのポテンシャルをいかに生かしていくかといことが、

今までの観光協会ではちょっと厳しいのかなというふうな意見もあります。

そんなことで、観光協会をどういう株式会社化するか、その辺はまだこれか

ら、今、専門化が検討しているところでございますけれども、下仁田のポテ

ンシャルを生かすためのいわゆる営業にたけている職員をそこに配置するよ

うな計画で、今、専門家のほうでは業務を進めていると聞いております。そ

れらを参考に、下仁田町のこれからの産業施策を見直すということで考えて

おります。 

○議長 佐藤公夫  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  ちょっと具体的に見えてこないんですけれども、過去にも一般

質問で補助金交付団体の長が町長ではまずい、検討されたいというようなこ

とも申し上げましたけれども、既に１年たって、現在は町長が観光協会の会

長をしているわけですけれども、補助金を受ける側と渡す側は全く同一人物

ということですが、その辺、平成２６年度に向けて組織をどう変えようとし
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ているのか、どういうふうに持っていこうとしているのか、町長、その辺ど

うでしょうか。 

○議長 佐藤公夫  町長 

○町長 金井康行  今、産業振興課長からお伝え申し上げましたけれども、内容に

つきましては、この予算に反映できるのは、まずは観光協会の組織のあり方

ということで、今、取りざたされております下仁田町の本年度の計画の中に、

どうしても一番重要視して、強力な体制をとってもらうのが観光協会という

ことで、商工会を初め、諸団体の多くの方が加入している観光協会、それら

の生かし方次第だということではございますが、今ご指摘のように、今まで

の観光協会の姿、あるいは実効性を見ておりますと、これからの下仁田町の

あるべき観光には、少し島﨑議員ご指摘のように問題点が多々あろうという

ことで、今、アドバイス的に観光の内容を精査していただきまして、下仁田

町のいろいろな取り組んでいる方々のご意見を聞いたり、これからの平成

２６年度に対します事業の進め方について、提案をいただくことになってお

ります。 

     そういったことに今、重点を置きまして、それらのアドバイザーと、そし

て地元住民の方々のご理解をいただければ、先ほど産業振興課長が申しまし

た会社組織にして、そこに委託していくのもいいだろうという内容が決まれ

ば、そういう形に進めていきたい。 

     その前提として、以前は役場庁舎内の、観光課の観光協会でございました

けれども、今は産業振興課の観光協会の事務局ということでございます。そ

れらを少し組織とともに充実させて、窓口を移してやるべく、今、進めてい

きたいと。 

     その暁には、事業にとりまして、いろいろな角度から動いて、また誘致を

していただけるような、そんな職員を配置して、観光行政を今までになかっ

た下仁田町の内容に取り組んでいきたいと、思っておりますので、その節に

は、また議会からもいろいろご指導賜って進めていければと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  現在、世界遺産関連、ジオパーク、農産物のすべての発信して

いるパンフレットには、お問い合わせは８２・２１１１、つまり下仁田町役

場へどうぞと。しかしながら、土日役場への問い合わせに対しては、日直の

職員さんが要るわけですけれども、すべての人がそういったことに精通して

いるわけではないんで、役場へ問い合わせたけれども、全くわからない対応
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だったと、そういう声も聞いております。ましてや、６月には世界遺産認定

になれば、さらにそういった問い合わせ等々がふえるわけでして、そういう

弊害も現状では出ているわけなんで、ぜひともこの辺のところは、早急な対

策と具体的な事業を進めるに当たって、ぜひとも早急な対応をお願いをした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  町長 

○町長 金井康行  先ほど申し上げましたように、いろいろご意見をいただく中で、

心していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  そのほか質疑ございませんか。永井正之君 

○１番 永井正之  平成２６年度の予算について、農林水産業費の予算、１１ペー

ジですけれども、全体５０億円の中で、農林水産業費予算が２億５，０００

万円、５％ですね。その中に大事業であります農林道の建設に１億４，０００

万円ぐらい使うと、町長が選挙で公約した農業振興、それに対する、町長が

農業に対する思いというものが感じられません。今、この衰退している農林

業ですが、現状維持を保つためにも、町長の思うようにしてもらいたいと思

います。 

     以上です。 

○議長 佐藤公夫  町長 

○町長 金井康行  農林業の思いということでご指摘でございますが、農業に関し

ましても、本年も町の柱の大きなものとして取り組んでおります。そうした

中に、本年は、昨年から続いておりますが、平成２６年から県で始まります、

林業に関しましては、ぐんま緑の県民基金の税を県民挙げていただくという

ことで、それらについても方向性を示していきたいというところでございま

すが、農林水産業費としては、農業後継者対策等々を１つの柱として、シイ

タケ等振興対策、戸別補償制度等、小規模土地改良等も踏まえまして、進め

ているところでございます。 

     また、さきの大雪の災害につきましても、非常に今年度出ばなをくじかれ

たというような状況で、例を見ない豪雪につきましても、県初め、国の補助

等々を利用して、ここで農業者の腰砕けを防ぐために、県と協力しまして、

十分な補助体制を整う方向で今、進めておりますし、また事業につきまして

も、積極的な参加を農業者には勧めていけるよう努力していきたいという思

いで予算組みをしております。 

     見えないところといいますと、具体的にはわかりませんが、まずは積極性

を持った農業の取り組みをしていただける後継者を育てていくような、そん
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な施策をぜひ議員各位のご協力とご指導を賜りまして進めていきまして、下

仁田町の将来を担っていっていただきたいと思う考えでございますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  永井正之君 

○１番 永井正之  ぜひよろしくお願いします。 

     以上です。 

○議長 佐藤公夫  そのほかにご質疑ございますか。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結し、第３１号議案から第

３８号議案の８議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに

決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第２６、陳情・請願を議題といたします。 

     ただいま議題となっております陳情第１号 「協同労働の協同組合法（仮

称）」の速やかなる制定を求める意見書に関する陳情書は、社会経済常任委

員会に、請願第２号 新聞への消費税軽減税率適用を求める請願は、総務常

任委員会に付託いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて

散会いたします。 

     大変ご苦労さまでした。 

──────────────────── 

    散  会    平成２６年３月１２日  午後 ２時０２分 


